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下級裁判所裁判官指名諮問委員会

地域委員会地域委員長殿

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員長伊藤
ｰ
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裁判官指名候補者に係る名簿等の送付について（通知）

最高裁判所から下級裁判所裁判官指名諮問委員会（以下「指名諮問委員会」 と､い

う。 ）に対し，令和2年10月期に弁護士から裁判官へ任官を希望する者を判事に，

令和2年10月から令和3年1月までの再任（判事任命）を希望する者を判事に，

それぞれ任命されるべき者として裁判所法第40条第1項の規定により指名するこ

との適否について,諮問がされました。 このうち，貴地域委員会に関する指名候補

者は，

6月9日（火）までに指名諮問委員会に報告して

ください’
司



’なお，全指名候補者を登載した裁判官指名候補者名簿

を参考までに送付します。

添付書類



(別紙第1）

弁護士任官関係の指名候補者に係る情報収集の在り方

1 弁護士任官候補者については，裁判官としての執務能力等の判定が可能どなる

ように，客観的で，多角的・多面的な情報を可能な限り豊富に収集することが必

要である。

2 地域委員会は，指名候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁及び裁判所に

対し，指名候補者の名簿を提供してヅ所属する検察官又は裁判官から指名候補者

の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，それを直接受け付ける旨を

周知するように依頼する。

3所属弁護士会に対する2のような周知方の依頼については,今回の候補者につ

いても留保することとされた。そして，弁護士が有する情報の収集のために，地

域委員会は以下の方策を講ずるものとされた。

（1） 担当事件リストに記載されている相手方代理人（貴地域委員会の管内の弁護

士会に所属するものに限る｡ )に対し，情報の提供を依頼する．

（2） 候補者の弁護士活動の実情をよく知っている者に対しできる限り具体的で詳

細な内容の責任ある情報の提供を依頼する。

4地域委員会は，指名諮問委員会から提供された候補者に係る担当事件リストを，

候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁，裁判所に対し参考資料として提供

するなど,地域委員会における情報収集において活用する。

なおジ担当事件リスト中の，指名候補者の所属弁護士会に対応しない裁判所

（貴地域委員会の管内の裁判所に限る。 ）の係属事件については，貴地域委員会

から係属裁判所に対し， 当該事件の担当裁判官が指名候補者を裁判官として指名

することの適否に関して情報を有する場合にはそれを提供するように依頼する。



（別紙第2）

判事補から判事への任命，判事の再任の場合の重点審議者の

情報収集の在り方

1 一般的な在り方

（1） 所長等が作成した報告書などから情報源が特定できる場合は，重点審議者の

名誉やプライバシー等の保護に十分配慮しつつ,その情報源から情報収集を行

うことも考えられるが，このようなことは希であると思われる。

（2） そこで，一般的に情報収集することが考えられる （具体的には，検察庁，弁

護士会に対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は弁護士が指

名候補者の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，一定の期間，所

属の各個人から，その有する情報を受け付ける方法による。以下「名簿を提供

しての情報収集」 という。 ）

(3) 収集した情報の取扱いについて，重点審議者であることを念頭に，所長等が

作成した報告書などを参考にして取りまとめを行う。
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口
3 各地域委員会が弁護士会への情報提供の周知依頼をするに当たっては，裁判官

の職権の独立に対する影響，プライバシーへの配慮,適格性に疑義が生じない情

報を広く収集するという観点に照らすと，弁護士会が各弁護士からの情報を取り

まとめることは相当ではなく，各弁護士から直接地域委員会に情報を提供しても

らうよう会員に周知していただきたい，特に段階評価式アンケートによる情報収

集は相当でないという当委員会の考え方を， 引き続き伝えていただきたい。
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地域委員会地域委員長殿

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員長伊藤 眞

裁判官指名候補者に係る名簿等の送付について（通知）

最高裁判所から下級裁判所裁判官指名諮問委員会（以下「指名諮問委員会」 とい

う。 ）に対し，令和2年10月期に弁護士から裁判官へ任官を希望する者を判事に，

令和2年10月から令和3年1月までの再任〈判事任命）を希望する者を判事に，

それぞれ任命されるべき者として裁判所法第40条第1項の規定により指名するこ

との適否について，諮問がされました。 このうち，貴地域委員会に関する指名候補

口者は，

’6月9日 （火）までに指名諮問委員会に報告してください

鞍お，全指名候補者を登載した裁判官指名候補者名簿

を参考までに送付します。
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添付書類

＃



(別紙第1）

弁護士任官関係の指名候補者に係る情報収集の在り方

1 弁護士任官候補者については，裁判官としての執務能力等の判定が可能となる

ように，客観的で，多角的・多面的な情報を可能な限り豊富に収集することが必

要である。

2地域委員会は，指名候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁及び裁判所に

対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は裁判官から指名候補者

の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，それを直接受け付ける旨を

周知するよう‘に依頼する。

3所属弁護士会に対する2のような周知方の依頼については，今回の候補者につ

いても留保することとされた。そして，弁護士が有する情報の収集のために，地

域委員会は以下の方策を講ずるものとされた。

（1）担当事件リストに記載されている相手方代理人（貴地域委員会の管内の弁護

士会に所属するものに限る。 ）に対し,情報の提供を依頼する。

(2) 候補者の弁護士活動の実情をよく知っている者に対しできる限り具体的で詳

細な内容の責任ある情報の提供を依頼する。

4地域委員会は，指名諮問委員会から提供された候補者に係る担当事件リストを，

候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁，裁判所に対し参考資料として提供

するなど,地域委員会における情報収集において活用する。

なお，担当事件リスト中の，指名候補者の所属弁護士会に対応しない裁判所

（貴地域委員会の管内の裁判所に限る。 ）の係属事件については,貴地域委員会

から係属裁判所に対し,当該事件の担当裁判官が指名候補者を裁判官として指名

することの適否に関して情報を有する場合にはそれを提供するように依頼する。



（別紙第2）

判事補から判事への任命。判事の再任の場合の重点審議者の

情報収集の在り方

1 一般的な在り方

（1） 所長等が作成した報告書などから情報源が特定できる場合は，重点審議者の

名誉やプライバシー等の保護に十分配慮しつつ， その情報源から情報収集を行

うことも考えられるが， このようなことは希であると思われる。

（2） そこで，一般的に情報収集することが考えられる （具体的には，検察庁，弁

護士会に対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は弁護士が指

名候補者の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，一定の期間,_所

属の各個人から，その有する情報を受け付ける方法による。以下「名簿を提供

しての情報収集」 という。 ）

(3) 収集した情報の取扱いについて，重点審議者であることを念頭に，所長等が

作成した報告書などを参考にして取りまとめを行う。
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3各地域委員会が弁護士会への情報提供の周知依頼をするに当たっては，裁判官

の職権の独立に対する影響プヲイバンーヘの配慮，適格性に疑義が生じない情

報を広く収集するという観点に照らすと，弁護士会が各弁護士からの情報を取り

まとめることは相当ではなく，各弁護士から直接地域委員会に情報を提供しても

らうよう会員に周知していただきたい，特に段階評価式アンケートによる情報収

集は相当でないという当委員会の考え方を， 引き続き伝えていただきたい。 ‘
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地域委員会地域委員長殿

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員長伊藤
ｰ

県

、裁判官指名候補者に係る名簿等の送付について（通知）

最高裁判所から下級裁判所裁判官指名諮問委員会（以下「指名諮問委員会」 とい

う。 ）に対し，令和2年10月期に弁護士から裁判官へ任官を希望する者を判事に，

令和2年10月から令和3年1月までの再任（判事任命）を希望する者を判事に，

それぞれ任命されるべき者として裁判所法第40条第1項の規定により指名するこ

との適否について，諮問がされました。このうち，貴地域委員会に関する指名候補

’者は，

’ 6月9日（火）までに指名諮問委員会に報告してください

’
なお，全指名候補者を登載した裁判官指名候補者名簿

■
■

を参考までに送付します。



添付書類



(別紙第1）

弁護士任官関係の指名候補者に係る情報収集の在り方

1 弁護士任官候補者については，裁判官としての執務能力等の判定が可能となる

ように，客観的で,多角的・多面的な情報を可能な限り豊富に収集することが必

要である。

2 地域委員会は，指名候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁及び裁判所に

対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は裁判官から指名候補者

の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には， それを直接受け付ける旨を

周知するように依頼する。

3所属弁護士会に対する2のような周知方の依頼については，今回の候補者につ

いても留保することとされた。そして，弁護士が有する情報の収集のために，地

域委員会は以下の方策を講ずるものとされた。

（1） 担当事件リストに記載されている相手方代理人（貴地域委員会の管内の弁護

士会に所属するものに限る。 ）に対し，情報の提供を依頼する｡

（2）候補者の弁護士活動の実情をよく知っている者に対しできる限り具体的で詳

細な内容の責任ある情報の提供を依頼する。

4地域委員会は，指名諮問委員会から提供された候補者に係る担当事件リスﾄを，

候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁，裁判所に対し参考資料として提供

するなど，地域委員会における情報収集において活用する。

なお担当事件リスﾄ中の，指名候補者の所属弁護士会に対応しない裁判所

(貴地域委員会の管内の裁判所に限るb )の係属事件については，貴地域委員会

から係属裁判所に対し， 当該事件の担当裁判官が指名候補者を裁判官として指名

することの適否に関して情報を有する場合にはそれを提供するように依頼する。
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(別紙第2）

判事補から判事への任命。判事の再任の場合の重点審議者の

情報収集の在り方

1 一般的な在り方

(1) 所長等が作成した報告書などから情報源が特定できる場合は，重点審議者の

名誉やプライバシー等の保護に十分配慮しつつ， その情報源から情報収集を行

うことも考えられるが， このようなことは希であると思われる｡

(2)そこで，一般的に情報収集することが考えられる （具体的には，検察庁，弁

護士会に対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は弁護士が指

名候補者の指名の適否に関する特段の情報を有する場合にはj一定の期間，所

属の各個人から，その有する情報を受け付ける方法による。以下「名簿を提供

しての情報収集」 という。 ）

｜ ’
(3) 収集した情報の取扱いについて，重点審議者であることを念頭に，所長等が

伊

作成した報告書などを参考にして取りまとめを行う。
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3 各地域委員会が弁護士会への情報提供の周知依頼をするに当たっては，裁判官

の職権の独立に対する影響，プライバシーへの配慮，適格性に疑義が生じない情

報を広く収集するという観点に照らすと，弁護士会が各弁護士からの情報を取り

まとめることは相当ではなく，各弁護士から直接地域委員会に情報を提供しても

らうよう会員に周知していただきたいj特に段階評価式アンケ－卜による情報収

集は相当でないという当委員会の考え方を， 引き続き伝えていただきたい。
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裁判官指名候補者に係る名簿等の送付について（通知）

最高裁判所から下級裁判所裁判官指名諮問委員会（以下「指名諮問委員会」 とい

う。 ）に対し，令和2年10月期に弁護士から裁判官へ任官を希望する者を判事に，

令和2年10月から令和3年1月までの再任(判事任命）を希望する者を判事に,

それぞれ任命されるべき者として裁判所法第40条第1項の規定により指名するこ

との適否について，諮問がされました。 このうち，貴地域委員会に関する指名候補

者は，

6月9日 (火)までに指名諮問委員会に報告してください

’
なお，全指名候補者を登載した裁判官指名候補者名簿

を参考までに送付します。



添付書類



（別紙第1）

弁護士任官関係の指名候補者に係る情報収集の在り方

1 弁護士任官候補者については，裁判官としての執務能力等の判定が可能となる

ように,客観的で，多角的。多面的な情報を可能な限り豊富に収集することが必

要である。

2地域委員会は，指名候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁及び裁判所に

対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は裁判官から指名候補者

の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，それを直接受け付ける旨を

周知するように依頼する。

3所属弁護士会に対する2のような周知方の依頼については，今回の候補者につ

いても留保することとされた。そして,弁護士が有する情報の収集のために，地

域委員会は以下の方策を講ずるものとされた。

（1） 担当事件ソストに記載されている相手方代理人（貴地域委員会の管内の弁護

士会に所属するものに限る。）に対し，情報の提供を依頼する。

（2）候補者の弁護士活動の実情をよく知っている者に対しできる限り具体的で詳

細な内容の責任ある情報の提供を依頼する。

4地域委員会は，指名諮問委員会から提供された候補者に係る担当事件リストを，

候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁）裁判所に対し参考資料として提供

するなど，地域委員会における情報収集において活用する。

なお，担当事件リスト中の,指名候補者の所属弁護士会に対応しない裁判所

（貴地域委員会の管内の裁判所に限る。 ）の係属事件については，貴地域委員会

から係属裁判所に対し，当該事件の担当裁判官が指名候補者を裁判官として指名

することの適否に関して情報を有する場合にはそれを提供するように依頼する。



（別紙第2）

判事補から判事への任命。判事の再任の場合の重点審議者の

情報収集の在り方

1 一般的な在り方

（1） 所長等が作成した報告書などから情報源が特定できる場合は，重点審議者の

名誉やプライバシー等の保護に十分配慮しつつ,その情報源から情報収集を行

うことも考えられるが， このようなことは希であると思われる。

（2） そこで，一般的に情報収集することが考えられる（具体的には，検察庁,弁

護士会に対し,指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は弁護士が指

名候補者の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，一定の期間，所

属の各個人から, その有する情報を受け付ける方法による。以下｢名簿を提供

、

’しての情報収集｣という。 ）

?

(3) 収集した情報の取扱いについて；重点審議者であることを念頭に，所長等が

作成した報告書などを参考にして取りまとめを行う。
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3 各地域委員会が弁護士会への情報提供の周知依頼をするに当たっては，裁判官

の職権の独立に対する影響プライバシーへの配慮，適格性に疑義が生じない情

報を広く収集するという観点に照らすと，弁護士会が各弁護士からの情報を取り

まとめることは相当ではなく，各弁護士から直接地域委員会に情報を提供しても

らうよう会員に周知していただきたい，特に段階評価式アンケートによる情報収

集は相当でないという当委員会の考え方を,引き続き伝えていただきたい。

ド







L秘｜
令和2年2月26日

下級裁判所裁判官指名諮問委員会

地域委員会地域委員長殿

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員長伊藤
ｰ

県

裁判官指名候補者に係る名簿等の送付について（通知）

最高裁判所から下級裁判所裁判官指名諮問委員会（以下「指名諮問委員会」 とい

う6 ）に対し，令和2年’0月期に弁護士から裁判官へ任官を希望する者を判事に，

令和2年10月から令和3年1月までの再任（判事任命）を希望する者を判事に，

それぞれ任命されるべき者として裁判所法第40条第1項の規定により指名するこ

との適否について，諮問がされました。このうち，貴地域委員会に関する指名候補

者は，

'6月9日(火)までに指名諮問委員会に報告してください

なお，全指名候補者を登載した裁判官指名候補者名簿

|を参考までに送付します。



添付書類



（別紙第1）

弁護士任官関係の指名候補者に係る情報収集の在り方

1 弁護士任官候補者については，裁判官としての執務能力等の判定が可能となる

ように，客観的で，多角的・多面的な情報を可能な限り豊富に収集することが必

要である。

2地域委員会は,指名候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁及び裁判所に

対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は裁判官から指名候補者

の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，それを直接受け付ける旨を

周知するように依頼する。

3所属弁護士会に対する2のような周知方の依頼については，今回の候補者につ

いても留保することとされた。そして，弁護士が有する情報の収集のために，地

域委員会は以下の方策を講ずるものとされた。

（1） 担当事件リストに記載されている相手方代理人（貴地域委員会の管内の弁護

士会に所属するものに限る。 ）に対し，情報の提供を依頼する。

（2） 候補者の弁護士活動の実情をよく知っている者に対しできる限り具体的で詳

細な内容の責任ある情報の提供を依頼する。

4 地域委員会は，指名諮問委員会から提供された候補者に係る担当事件リストを，

候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁，裁判所に対し参考資料として提供

するなど，地域委員会における情報収集において活用する。

なお，担当事件リスト中の，指名候補者の所属弁護士会に対応しない裁判所

（貴地域委員会の管内の裁判所に限る。 ）の係属事件については，貴地域委員会

から係属裁判所に対し， 当該事件の担当裁判官が指名候補者を裁判官として指名

することの適否に関して情報を有する場合にはそれを提供するように依頼する。



（別紙第2）

判事補から半|｣事への任命・判事の再任の場合の重点審議者の

情報収集の在り方

1 一般的な在り方

（1） 所長等が作成した報告書などから情報源が特定できる場合は，重点審議者の

名誉やプライバシー等の保護に十分配慮しつつ， その情報源から情報収集を行

うことも考えられるが， このようなことは希であると思われる。

（2） そこで，一般的に情報収集することが考えられる （具体的には，検察庁，弁

、 護士会に対し,指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は弁護士が指

名候補者の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，一定の期間，所

属の各個人から，その有する情報を受け付ける方法による。以下「名簿を提供

しての情報収集」 という。 ）

|~1ノ

(3) 収集した情報の取扱いについて，重点審議者であることを念頭に，所長等が

作成した報告書などを参考にして取りまとめを行う。

雲



3 各地域委員会が弁護士会への情報提供の周知依頼をするに当たっては,裁判官

の職権の独立に対する影響プライバシーヘの配慮，適格性に疑義が生じない情

報を広く収集するという観点に照らすと，弁護士会が各弁護士からの情報を取り

まとめることは相当ではなく，各弁護士から直接地域委員会に情報を提供しても

らうよう会員に周知していただきたい，特に段階評価式アンケートによる情報収

集は相当でないという当委員会の考え方を，引き続き伝えていただきたい。

1







i~認~l
－－－－－l

令和2年2月26日

下級裁判所裁判官指名諮問委員会

地域委員会地域委員長｜殿

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員長伊藤 眞

裁判官指名候補者に係る名簿等の送付について（通知）

最高裁判所から下級裁判所裁判官指名諮問委員会（以下「指名諮問委員会」 とい

う。 ）に対し，令和2年10月期に弁護士から裁判官へ任官を希望する者を判事に，

令和2年10月から令和3年1月までの再任（判事任命）を希望する者を判事に，

それぞれ任命されるべき者として裁判所法第40条第1項の規定により指名するこ

との適否について，諮問がされました。 この:うちj貴地域委員会に関する指名候補

者は，

' 6月9日 (火)までに指名諮問

委員会に報告してください。

なお,全指名候補者を登載した裁判官指名候補者名簿｜
を参考までに送付します。



添付書類

；



一

の

(別紙第1）

弁護士任官関係の指名候補者に係る情報収集の在り方

1 弁護士任官候補者については，裁判官としての執務能力等の判定が可能となる

ように,客観的で，多角的・多面的な情報を可能な限り豊富に収集することが必

要である。

2地域委員会は，指名候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁及び裁判所に

対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は裁判官から指名候補者

の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，それを直接受け付ける旨を

周知するように依頼する。

3所属弁護士会に対する2のような周知方の依頼については，今回の候補者につ

いても留保することとされた。そして，弁護士が有する情報の収集のために，地

域委員会は以下の方策を講ずるものとされた。

（1） 担当事件リストに記載されている相手方代理人（貴地域委員会の管内の弁護

士会に所属するものに限る。 ）に対し，情報の提供を依頼する｡・

（2）候補者の弁護士活動の実情をよく知っている者に対しできる限り具体的で詳

細な内容の責任ある情報の提供を依頼する。

4地域委員会は，指名諮問委員会から提供された候補者に係る担当事件リストを，

候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁，裁判所に対し参考資料として提供

するなど，地域委員会における情報収集において活用する。

なお，担当事件リスト中の，指名候補者の所属弁護士会に対応しない裁判所

（貴地域委員会の管内の裁判所に限る。 ）の係属事件については,貴地域委員会

から係属裁判所に対し，当該事件の担当裁判官が指名候補者を裁判官として指名

することの適否に関して情報を有する場合にはそれを提供するように依頼する。



(別紙第2）

判事補から判事への任命・判事の再任の場合の重点審議者の

情報収集の在り方

1 一般的な在り方

（1） 所長等が作成した報告書などから情報源が特定できる場合は，重点審議者の

名誉やプライバシー等の保護に十分配慮しつつ，その情報源から情報収集を行

うことも考えられるが， このようなことは希であると思われる。

（2） そこで，一般的に情報収集することが考えられる（具体的には，検察庁，弁

護士会に対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は弁護士が指

名候補者の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，一定の期間，所

属の各個人から，その有する情報を受け付ける方法による。以下「名簿を提供

の』情酉川又雲

(3)収集した情報の取扱いについて，重点審議者であることを念頭に，所長等が

作成した報告書などを参考にして取りまとめを行う。



3 各地域委員会が弁護士会への情報提供の周知依頼をするに当たっては，裁判官

の職権の独立に対する影響プライバシーへの配慮，適格性に疑義が生じない情

報を広く収集するという観点に照らすと，弁護士会が各弁護士からの情報を取り

まとめることは相当ではなく，各弁護士から直接地域委員会に情報を提供しても

らうよう会員に周知していただきたい,特に段階評価式アンケートによる情報収

集は相当でないという当委員会の考え方を， 引き続き伝えていただきたい6

1
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i－秘計1
唖－…壷強一旬淫－－，幸"姿一

令和2年2月26日

下級裁判所裁判官指名諮問委員会

地域委員会地域委員長 殿

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員長伊藤’ 眞

裁判官指名候補者に係る名簿等の送付について（通知）

最高裁判所から下級裁判所裁判官指名諮問委員会（以下「指名諮問委員会」 とい

う。 ）に対し，令和2年10月期に弁護士から裁判官へ任官を希望する者を判事に，

令和2年10月から令和3年1月までの再任（判事任命）を希望する者を判事に，

それぞれ任命されるべき者として裁判所法第40条第1項の規定により指名するこ

との適否について，諮問がされました。 このうち，貴地域委員会に関する指名候補

’者は，

6月9日（火）までに指名諮問

委員会に報告してください。

なお｡全指名嬢補者を登載した裁判官指名候禰名園
｜を参考までに送付します。ｌ

■
Ｉ



添付書類

ざ



（別紙第1）

弁護士任官関係の指名候補者に係る情報収集の在り方

1 弁護士任官候補者については，裁判官としての執務能力等の判定が可能となる

ように，客観的で，多角的・多面的な情報を可能な限り豊富に収集することが必

要である。

2地域委員会は，指名候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁及び裁判所に

対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は裁判官から指名候補者

の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，それを直接受け付ける旨を

周知するように依頼する。

3所属弁護士会に対する2のような周知方の依頼については，今回の候補者につ

いても留保することとされた。そして，弁護士が有する情報の収集のために，地

域委員会は以下の方策を講ずるものとされた。

(1) 担当事件リストに記載されている相手方代理人（貴地域委員会の管内の弁護

士会に所属するものに限る6 ）に対し,情報の提供を依頼する。

（2）候補者の弁護士活動の実情をよく知っている者に対しできる限り具体的で詳

細な内容の責任ある情報の提供を依頼する。

4地域委員会は,指名諮問委員会から提供された候補者に係る担当事件リストを，

候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁，裁判所に対し参考資料として提供

するなど，地域委員会における情報収集において活用する。

なお，担当事件リスト中の，指名候補者の所属弁護士会に対応しない裁判所

（貴地域委員会の管内の裁判所に限る。 ）の係属事件については，貴地域委員会

から係属裁判所に対し， 当該事件の担当裁判官が指名候補者を裁判官として指名

することの適否に関して情報を有する場合にはそれを提供するように依頼する。

I



(別紙第2）

判事補から判事への任命。判事の再任の場合の重点審議者の

情報収集の在り方

1 一般的な在り方

（1）所長等が作成した報告書などから情報源が特定できる場合は,重点審議者の

名誉やプライバシー等の保護に十分配慮しつつ， その情報源から情報収集を行

うことも考えられるが， このようなことは希であると思われる。

（2） そこで，一般的に情報収集することが考えられる（具体的には；検察庁,弁

護士会に対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は弁護士が指

名候補者の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，一定の期間所

属の各個人から，その有する情報を受け付ける方法による｡以下「名簿を提供

川しての情報収集」 という。 〕

1

(3) 収集した情報の取扱いについて，重点審議者であることを念頭に，所長等が

作成した報告書などを参考にして取りまとめを行う。

2



3 各地域委員会が弁護士会への情報提供の周知依頼をするに当たっては，裁判官

の職権の独立に対する影響，プライバシーへの配慮，適格性に疑義が生じない情

報を広く収集するという観点に照らすと，弁護士会が各弁護士からの情報を取り

まとめることは相当ではなく，各弁護士から直接地域委員会に情報を提供しても

らうよう会員に周知していただきたい，特に段階評価式アンケートによる情報収

集は相当でないという当委員会の考え方を， 引き続き伝えていただきたい。
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； 秘 ｜
J
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令和2年2月26日

下級裁判所裁判官指名諮問委員会
ロ

地域委員会地域委員長殿

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員長伊藤
ｰ＆

L具

1

裁判官指名候補者に係る名簿等の送付について（通知）

最高裁判所から下級裁判所裁判官指名諮問委員会（以下「指名諮問委員会」 とい

う。 ）に対し，令和2年10月期に弁護士から裁判官へ任官を希望する者を判事に，

令和2年10月から令和3年1月までの再任（判事任命）を希望する者を判事に，

それぞれ任命されるべき者として裁判所法第40条第1項の規定により指名するこ

との適杏について，諮問がされました｡このうち，貴地域委員会に関する指名候補

者は，

'6月9日 (火)までに指名諮問
委員会に報告してください。

全鵜名候補者を登載した裁判官指名候補者名簿｜
｜を参考までに送付します。

なお，

■
■
■
■
■
■



添付書類



(別紙第1）

弁護士任官関係の指名候補者に係る情報収集の在り方

1 弁護士任官候補者については，裁判官としての執務能力等の判定が可能となる

ように，客観的で，多角的。多面的な情報を可能な限り豊富に収集することが必

要である。

2 地域委員会は，指名候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁及び裁判所に

対し，指名候補者の名簿を提供して,所属する検察官又は裁判官から指名候補者

の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，それを直接受け付ける旨を

周知するように依頼する。

3 所属弁護士会に対する2のような周知方の依頼については，今回の候補者につ

いても留保することとされた。そして，弁護士が有する情報の収集のために，地

域委員会は以下の方策を講ずるものとされた。

（1）担当事件リストに記載されている相手方代理人（貴地域委員会の管内の弁護

士会に所属するものに限る｡）に対し，情報の提供を依頼する。

(2) 候補者の弁護士活動の実情をよく知っている者に対しできる限り具体的で詳

細な内容の責任ある情報の提供を依頼する｡

4地域委員会は，指名諮問委員会から提供された候補者に係る担当事件リストを，

候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁，裁判所に対し参考資料として提供

するなど，地域委員会における情報収集において活用する。

なお，担当事件リスト中の，指名候補者の所属弁護士会に対応しない裁判所

（貴地域委員会の管内の裁判所に限る。 ）の係属事件については，貴地域委員会

から係属裁判所に対し， 当該事件の担当裁判官が指名候補者を裁判官として指名

することの適否に関して情報を有する場合にはそれを提供するように依頼する。



(別紙第2）

判事補から判事への任命・判事の再任の場合の重点審議者の

情報収集の在り方

1 一般的な在り方

(1) 所長等が作成した報告書などから情報源が特定できる場合は，重点審議者の

名誉やプライバシー等の保護に十分配慮しつつ， その情報源から情報収集を行

うことも考えられるが． このようなことは希であると思われる。

（2） そこで，一般的に情報収集することが考えられる (具体的には，検察庁，弁

護士会に対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は弁護士が指

名候補者の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には,一定の期間，所

属の各個人から，その有する情報を受け付ける方法による｡以下「名簿を提供

しての情報収集」 という6 ）

’
(3) 収集した情報の取扱いについて，重点審議者であることを念頭に，所長等が

L

作成した報告書などを参考にして取りまとめを行う。

四



3 各地域委員会が弁護士会への情報提供の周知依頼をするに当たっては，裁判官

の職権の独立に対する影響，プライバシーへの配慮，適格性に疑義が生じない情

報を広く収集するという観点に照らすと，弁護士会が各弁護士からの情報を取り

まとめることは相当ではなく，各弁護士から直接地域委員会に情報を提供しても

らうよう会員に周知していただきたい，特に段階評価式アンケーァトによる情報収

集は相当でないという当委員会の考え方を， 引き続き伝えていただきたい｡
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令和2年9月9日

下級裁判所裁判官指名諮問委員会

地域委員会地域委員長殿

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員長伊藤 眞

裁判官指名候補者に係る名簿等の送付について（通知）

最高裁判所から下級裁判所裁判官指名諮問委員会（以下「指名諮問委員会」 とい

う。 ）に対し)令和3年4月期に弁護士から裁判官へ任官を希望する者を判事に，

令和3年1月から9月までの再任(判事任命）を希望する者を判事に，それぞれ任

命されるべき者として裁判所法第40条第1項の規定により指名することの適否に

'－ついて，諮問がされました。 このうち，貴地域委員会に関する指名候補者は，

■
’ 11月4日（水）までに指名諮問委員会に報告してください

なお，全指名候補者を登載した裁判官指名候補者名簿

I を参考までに送付します。



添付書類

内
？



(別紙第1）

弁護士任官関係の指名候補者に係る情報収集の在り方

1 弁護士任官候補者については,裁判官としての執務能力等の判定が可能となる

ように，客観的で，多角的・多面的な情報を可能な限り豊富に収集することが必

要である。

2 地域委員会は，指名候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁及び裁判所に

対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は裁判官から指名候補者

の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，それを直接受け付ける旨を

周知するように依頼する。

3所属弁護士会に対する2のような周知方の依頼については,今回の候補者につ

いても留保することとされた。そして，弁護士が有する情報の収集のために，地

域委員会は以下の方策を講ずるものとされた。

（1） 担当事件リストに記載されている相手方代理人（貴地域委員会の管内の弁護

士会に所属するものに限る。 ）に対し，情報の提供を依頼する。

（2） 候補者の弁護士活動の実情をよく知っている者に対しできる限り具体的で詳

細な内容の責任ある情報の提供を依頼する。

4地域委員会は，指名諮問委員会から提供された候補者に係る担当事件リストを，

候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁，裁判所に対し参考資料として提供

するなど,地域委員会における情報収集において活用する。

なお，担当事件リスト中の，指名候補者の所属弁護士会に対応しない裁判所

（貴地域委員会の管内の裁判所に限る。 ）の係属事件については，貴地域委員会

から係属裁判所に対し，当該事件の担当裁判官が指名候補者を裁判官として指名

することの適否に関して情報を有する場合にはそれを提供するように依頼する。



（別紙第2）

判事補から判事への任命。判事の再任の場合の重点審議者の

情報収集の在り方

1 一般的な在り方

（1） 所長等が作成した報告書などから情報源が特定できる場合は，重点審議者の

名誉やプライバシー等の保護に十分配慮しつつ，その情報源から情報収集を行

うことも考えられるが, このようなことは希であると思われる。

(2) そこで，一般的に情報収集することが考えられる （具体的には，検察庁，弁

護士会に対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は弁護士が指

名候補者の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，一定の期間，所

属の各個人から， その有する情報を受け付ける方法による。以下「名簿を提供

）しての情報収集｣ という。

(3) 収集した情報の取扱いについて，重点審議者であることを念頭に，所長等が

作成した報告書などを参考にして取りまとめを行う。

2



3各地域委員会が弁護士会への情報提供の周知依頼をするに当たっては，裁判官

の職権の独立に対する影響，プライバシーへの配慮，適格性に疑義が生じない情

報を広く収集するという観点に照らすと，弁護士会が各弁護士からの情報を取り

まとめることは相当ではなく，各弁護士から直接地域委員会に情報を提供しても

らうよう会員に周知していただきたい，特に段階評価式アンケー卜による情報収

集は相当でないという当委員会の考え方を， 引き続き伝えていただきたい。
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令和2年9月9日

下級裁判所裁判官指名諮問委員会

地域委員会地域委員長殿

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員長伊藤 眞

裁判官指名候補者に係る名簿等の送付について（通知）

最高裁判所から下級裁判所裁判官指名諮問委員会（以下「指名諮問委員会」 と’い

う。 ）に対し，令和3年4月期に弁護士から裁判官へ任官を希望する者を判事に，

令和3年1月から9月までの再任（判事任命）を希望する者を判事に， それぞれ任

命されるべき者として裁判所法第40条第1項の規定により指名することの適否に

| －ついて,諮問がされました。このうち,貴地域委員会に関する指名候補者は，

F

’

11月4日 （水）までに指名諮問委員会に報告してください

’
なお，全指名候補者を登載した裁判官指名候補者名簿

を参考までに送付します。



添付書類



（別紙第1）

弁護士任官関係の指名候補者に係る情報収集の在り方

1 弁護士任官候補者については，裁判官としての執務能力等の判定が可能となる

ように，客観的で，多角的・多面的な情報を可能な限り豊富に収集することが必

要である。

2地域委員会は’指名候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁及び裁判所に

対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は裁判官から指名候補者

の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，それを直接受け付ける旨を

周知するように依頼する。

3所属弁護士会に対する2のような周知方の依頼については，今回の候補者につ

いても留保することとされた。そして，弁護士が有する情報の収集のために，地

域委員会は以下の方策を講ずるものとされた。

（1）担当事件リストに記載されている相手方代理人（貴地域委員会の管内の弁護

士会に所属するものに限る｡ ）に対し，情報の提供を依頼する。

（2） 候補者の弁護壬活動の実情をよく知っている者に対しできる限り具体的で詳

細な内容の責任ある情報の提供を依頼する。

4地域委員会は,指名諮問委員会から提供された候補者に係る担当事件リストを，

候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁，裁判所に対し参考資料として提供

するなど，地域委員会における情報収集において活用する。

なお，担当事件リスト中のj指名候補者の所属弁護士会に対応しない裁判所

（貴地域委員会の管内の裁判所に限る。 ）の係属事件については，貴地域委員会

から係属裁判所に対し， 当該事件の担当裁判官が指名候補者を裁判官として指名

することの適否に関して情報を有する場合にはそれを提供するように依頼する。



（別紙第2）

判事補から判事への任命。判事の再任の場合の重点審議者の

情報収集の在り方

1 一般的な在り方

（1） 所長等が作成した報告書などから情報源が特定できる場合は，重点審議者の

名誉やプライバシー等の保護に十分配慮しつつ， その情報源から情報収集を行

うことも考えられるが，このようなことは希であると思われる。

（2） そこで，一般的に情報収集することが考えられる （具体的には，検察庁，弁

護士会に対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は弁護士が指

名候補者の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には,一定の期間，所

属の各個人から， その有する情報を受け付ける方法による。以下「名簿を提供

しての情報収集」 という。 ）

(3) 収集した情報の取扱いについて,重点審議者であることを念頭に,所長等が

作成した報告書などを参考にして取りまとめを行う。

Z

冑



3 各地域委員会が弁護士会への情報提供の周知依頼をするに当たっては，裁判官

の職権の独立に対する影響，プライバシーへの配慮，適格性に疑義が生じない情

報を広く収集するという観点に照らすと，弁護士会が各弁護士からの情報を取り

まとめることは相当ではなく，各弁護士から直接地域委員会に情報を提供しても

らうよう会員に周知していただきたい，特に段階評価式アンケートによる情報収

集は相当でないという当委員会の考え方を， 引き続き伝えていただきたい。
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令和2年9月9日

下級裁判所裁判官指名諮問委員会

地域委員会地域委員長殿

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員長伊藤 眞

‐裁判官指名候補者に係る名簿等の送付について（通知）

最高裁判所から下級裁判所裁判官指名諮問委員会（以下「指名諮問委員会」 とい

う。 ）に対し,令和3年4月期に弁護士から裁判官へ任官を希望する者を判事に，

令和3年1月から9月までの再任（判事任命）を希望する者を判事に， それぞれ任

命されるべき者として裁判所法第40条第1項の規定により指名することの適否に

「ついて，諮問がされました。 このうち，貴地域委員会に関する指名候補者は，

戸 |､1月4二 (水)までに
指名諮問委員会に報告してください

'

’なお，全指名候補者を登載した裁判官指名候補者名簿

■
’ を参考までに送付します。



添付書類



(別紙第1）

弁護士任官関係の指名候補者に係る情報収集の在り方

1 弁護士任官候補者については，裁判官としての執務能力等の判定が可能となる

ように，客観的で，多角的･多面的な情報を可能な限り豊富に収集することが必

要である。

2地域委員会は，指名候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁及び裁判所に

対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は裁判官から指名候補者

の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，それを直接受け付ける旨を

周知するように依頼する。

3 所属弁護士会に対する2のような周知方の依頼については，今回の候補者につ

いても留保することとされた。そして，弁護士が有する情報の収集のために，地

域委員会は以下の方策を講ずるものとされた｡" ‘

（1） 担当事件リストに記載されている相手方代理人（貴地域委員会の管内の弁護

士会に所属するものに限る。 ）に対し，情報の提供を依頼する。

（2）候補者の弁護士活動の実情をよく知っている者に対しできる限り具体的で詳

細な内容の責任ある情報の提供を依頼する。

4 地域委員会は,指名諮問委員会から提供された候補者に係る担当事件リストを，

候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁,裁判所に対し参考資料として提供

するなど，地域委員会における情報収集において活用するb

なお，担当事件リスト中の，指名候補者の所属弁護士会に対応しない裁判所

（貴地域委員会の管内の裁判所に限る。 ）の係属事件については,貴地域委員会

から係属裁判所に対し， 当該事件の担当裁判官が指名候補者を裁判官として指名

することの適否に関して情報を有する場合にはそれを提供するように依頼する。



(別紙第2）

判事補から判事への任命。判事の再任の場合の重点審議者の

情報収集の在り方

1 一般的な在り方

（1） 所長等が作成した報告書などから情報源が特定できる場合は，重点審議者の

名誉やプライバシー等の保護に十分配慮しつつ,その情報源から情報収集を行

うことも考えられるが， このようなことは希であると思われる。

（2） そこで，一般的に情報収集することが考えられる（具体的には，検察庁，弁

護士会に対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は弁護士が指

名候補者の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，一定の期間，所

属の各個人から，その有する情報を受け付ける方法による。以下「名簿を提供

D｣盾･』．ⅡX雲

(3) 収集した情報の取扱いについて，重点審議者であることを念頭に，所長等が

作成した報告書などを参考にして取りまとめを行う。



3各地域委員会が弁護士会への情報提供の周知依頼をするに当たっては，裁判官

の職権の独立に対する影響，プライバシーへの配慮，適格性に疑義が生じない情

報を広く収集するという観点に照らすと，弁護士会が各弁護士からの情報を取り

まとめることは相当ではなく，各弁護士から直接地域委員会に情報を提供しても

らうよう会員に周知していただきたい，特に段階評価式アンケートによる情報収

集は相当でないという当委員会の考え方を，引き続き伝えていただきたい。
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令和2年9月9日

F級裁判所裁判官指名諮問委員会

地域委員会地域委員長殿

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員長伊藤
こ』

L具

裁判官指名候補者に係る名簿等の送付について（通知）

最高裁判所から下級裁判所裁判官指名諮問委員会（以下「指名諮問委員会」 とい

う。 ）に対し，令和3年4月期に弁護士から裁判官へ任官を希望する者を判事に，

令和3年1月から9月までの再任（判事任命）を希望する者を判事に， それぞれ任

命されるべき者として裁判所法第40条第1項の規定により指名することの適否に

ついて,諮問がされました鋤 このうち》貴地域委員会に関する指名候補者は, ’

卜
’

’
:11月4日 （水）までに

指名諮問委員会に報告してください

なおｳ全指名候補者を登載した裁判官指名候補者名簿

Iを参考までに送付します。■



添付書類



（別紙第1）

弁護士任官関係の指名候補者に係る情報収集の在り方

1 弁護士任官候補者については，裁判官としての執務能力等の判定が可能となる

ように，客観的で，多角的・多面的な情報を可能な限り豊富に収集することが必

要である。

2 地域委員会は，指名候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁及び裁判所に

対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は裁判官から指名候補者

の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，それを直接受け付ける旨を

周知するように依頼する。

3 所属弁護士会に対する2のような周知方の依頼については，今回の候補者につ

いても留保することとされた。そして，弁護士が有する情報の収集のために，地

域委員会は以下の方策を講ずるものとされた。

（1）担当事件リストに記載されている相手方代理人（貴地域委員会の管内の弁護

士会に所属するものに限る。 ）に対し，情報の提供を依頼する。

（2）候補者の弁護士活動の実情をよく知っている者に対しできる限り具体的で詳

細な内容の責任ある情報の提供を依頼する。

4地域委員会は，指名諮問委員会から提供された候補者に係る担当事件リストを，

候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁,裁判所に対し参考資料とlｨて提供

するなど，地域委員会における情報収集において活用する。

なお,担当事件リスト中の，指名候補者の所属弁護士会に対応しない裁判所

（貴地域委員会の管内の裁判所に限るo )の係属事件については，貴地域委員会

から係属裁判所に対し， 当該事件の担当裁判官が指名候補者を裁判官として指名

することの適否に関して情報を有する場合にはそれを提供するように依頼する。



(別紙第2）

判事補から判事への任命・判事の再任の場合の重点審議者の

情報収集の在り方

1 一般的な在り方

（1） 所長等が作成した報告書などから情報源が特定できる場合は，重点審議者の

名誉やプライバシー等の保護に十分配慮しつつ， その情報源から情報収集を行

うことも考えられるが， このようなことは希であると思われる。

（2） そこで，一般的に情報収集することが考えられる （具体的には，検察庁，弁

護士会に対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は弁護士が指

名候補者の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，一定の期間，所

属の各個人から，その有する情報を受げ付ける方法による。以下「名簿を提供

しての情報収集」 という。 ）

ｐｖ

(3) 収集した情報の取扱いについて，重点審議者であることを念頭に，所長等が

作成した報告書などを参考にして取りまとめを行う。

2 ’

一



3各地域委員会が弁護士会への情報提供の周知依頼をするに当たっては，裁判官

の職権の独立に対する影響，プライバシーへの配慮，適格性に疑義が生じない情

報を広く収集するという観点に照らすと,弁護士会が各弁護士からの情報を取り

まとめることは相当ではなく，各弁護士から直接地域委員会に情報を提供しても

らうよう会員に周知していただきたい，特に段階評価式アンケートによる情報収

集は相当でないという当委員会の考え方を，引き続き伝えていただきたい。
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下級裁判所裁判官指名諮問委員会

地域委員会地域委員長殿

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員長伊藤
＝

県

裁判官指名候補者に係る名簿等の送付について（通知）

最高裁判所から下級裁判所裁判官指名諮問委員会（以下「指名諮問委員会」 とい

う。 ）に対し，令和3年4月期に弁護士から裁判官へ任官を希望する者を判事に，

令和3年1月から9月までの再任（判事任命）を希望する者を判事に， それぞれ任

命されるべき者として裁判所法第40条第1項の規定により指名することの適否に

ついて，諮問がされました。 このうち，貴地域委員会に関する指名候補者は，

－
）

11月4日 （水）までに指指名諮

問委員会に報告してください。

なお；全指名候補者を登載した裁判官指名候補者名簿 ’

■
|を参考までに送付します。



添付書類

「



（別紙第1）

弁護士任官関係の指名候補者に係る情報収集の在り方

1 弁護士任官候補者については，裁判官としての執務能力等の判定が可能となる

ように，客観的で，多角的・多面的な情報を可能な限り豊富に収集することが必

要である。

2 地域委員会は，指名候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁及び裁判所に

対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は裁判官から指名候補者

の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，それを直接受け付ける旨を

周知するように依頼する。

3所属弁護士会に対する2のような周知方の依頼については，今回の候補者につ

いても留保することとされた。そして，弁護士が有する情報の収集のために，地

域委員会は以下の方策を講ずるものとされた。

(1) 担当事件リストに記載されている相手方代理人（貴地域委員会の管内の弁護

士会に所属するものに限る。 ）に対し，情報の提供を依頼する。

（2） 候補者の弁護士活動の実情をよく知っている者に対しできる限り具体的で詳

細な内容の責任ある情報の提供を依頼する。

4 地域委員会は，指名諮問委員会から提供された候補者に係る担当事件リストを，

候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁，裁判所に対し参考資料として提供

するなど，地域委員会における情報収集において活用する。

なお，担当事件リスト中の，指名候補者の所属弁護士会に対応しない裁判所

（貴地域委員会の管内の裁判所に限る。 ）の係属事件については，貴地域委員会

から係属裁判所に対し， 当該事件の担当裁判官が指名候補者を裁判官として指名

することの適否に関して情報を有する場合にはそれを提供するように依頼する。



(別紙第2）

判事補から判事への任命息判事の再任の場合の重点審議者の

情報収集の在り方

1 一般的な在り方

（1） 所長等が作成した報告書などから情報源が特定できる場合は，重点審議者の

名誉やプライバシー等の保護に十分配慮しつつ，その情報源から情報収集を行

うことも考えられるが，このようなことは希であると思われる。

(2) そこで，一般的に情報収集することが考え'られる （具体的には,検察庁，弁
護士会に対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は弁護士が指

名候補者の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，一定の期間，所

属の各個人から， その有する情報を受け付ける方法による。以下「名簿を提供

Iしての情報収集」 という。

(3) 収集した情報の取扱いについて，重点審議者であることを念頭に，所長等が
j

作成した報告書などを参考にして取りまとめを行う。

■



3各地域委員会が弁護士会への情報提供の周知依頼をするに当たっては，裁判官

の職権の独立に対する影響，プライバシーへの配慮，適格性に疑義が生じない情

報を広く収集するという観点に照らすと，弁護士会が各弁護士からの情報を取り

まとめることは相当ではなく，各弁護士から直接地域委員会に情報を提供しても

らうよう会員に周知していただきたい，特に段階評価式アンケートによる情報収

集は相当でないという当委員会の考え方を， 引き続き伝えていただきたい6
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令和2年9月9日

下級裁判所裁判官指名諮問委員会

地域委員会地域委員長殿

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員長伊藤
ｰ

県

裁判官指名候補者に係る名簿等の送付について（通知）

最高裁判所から下級裁判所裁判官指名諮問委員会（以下「指名諮問委員会」 とい

う。 ）に対し，令和3年4月期に弁護士から裁判官へ任官を希望する者を判事に，

令和3年1月から9月までの再任（判事任命）を希望する者を判事に，それぞれ任

命されるべき者として裁判所法第40条第1項の規定により指名することの適否に

ついて，諮問がされました。 このうち，貴地域委員会に関する指名候補者は，

，溌穂

一
Ⅲ1月‘日(水'までに指名譜

P
問委員会に報告してください， O

なお，全指名候補者を登載した裁判官指名候補者名簿

P
を参考までに送付します。

’



添付書類



（別紙第1）

弁護士任官関係の指名候補者に係る情報収集の在り方

1 弁護壬任官候補者については，裁判官としての執務能力等の判定が可能となる

ように客観的で，多角的・多面的な情報を可能な限り豊富に収集することが必

要である。

2地域委員会は，指名候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁及び裁判所に

対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は裁判官から指名候補者

の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，それを直接受け付ける旨を

周知するように依頼する。

3所属弁護士会に対する2のような周知方の依頼については，今回の候補者につ

いても留保することとされた｡そして, ,弁護士が有する情報の収集のために，地

域委員会は以下の方策を講ずるものとされた。

（1）担当事件リストに記載されている相手方代理人（貴地域委員会の管内の弁護

士会に所属するものに限る。＞に対し，情報の提供を依頼する｡

（2）候補者の弁護士活動の実情をよく知っている者に対しできる限り具体的で詳

細な内容の責任ある情報の提供を依頼する。

4地域委員会は，指名諮問委員会から提供された候補者に係る担当事件リストを，

候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁，裁判所に対し参考資料として提供

するなど，地域委員会における情報収集において活用する。

なお，担当事件リスト中の，指名候補者の所属弁護士会に対応しない裁判所

（貴地域委員会の管内の裁判所に限る。 ）の係属事件については，貴地域委員会

から係属裁判所に対し， 当該事件の担当裁判官が指名候補者を裁判官として指名

することの適否に関して情報を有する場合にはそれを提供するように依頼する。



（別紙第2）

判事補から判事への任命・判事の再任の場合の重点審議者の

情報収集の在り方

1 一般的な在り方

{1) 所長等が作成した報告書などから情報源が特定できる場合は，重点審議者の

名誉やプライバシー等の保護に十分配慮しつつ， その情報源から情報収集を行

うことも考えられるが， このようなことは希であると思われる。

（2） そこで，一般的に情報収集することが考えられる （具体的には，検察庁，弁

護士会に対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は弁護士が指

名候補者の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，一定の期間,所

属の各個人から， その有する情報を受け付ける方法による。以下「名簿を提供

しての情報収集」 という。 ）

(3) 収集した情報の取扱いについて，重点審議者であることを念頭に，所長等が

作成した報告書などを参考にして取りまとめを行う。

2



3 各地域委員会が弁護士会への情報提供の周知依頼をするに当たっては，裁判官

の職権の独立に対する影響，プライバシーへの配慮，適格性に疑義が生じない情

報を広く収集するという観点に照らすと，弁護士会が各弁護士からの情報を取り

まとめることは相当ではなく，各弁護士から直接地域委員会に情報を提供しても

らうよう会員に周知していただきたい，特に段階評価式アンケートによる情報収

集は相当でないという当委員会の考え方をゥ引き続き伝えていただきたい。
， 』





Ｆ
秘
一

一
ｌ
ｊ
ｉ
ｌ
ｉ
１
．
１
０
１
１
Ｊ
吟

令和2年9月9日

下級裁判所裁判官指名諮問委員会

地域委員会地域委員長殿

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員長伊藤
ｰ

l具

裁判官指名候補者に係る名簿等の送付について（通知）

最高裁判所から下級裁判所裁判官指名諮問委員会（以下「指名諮問委員会」 とい

う。 ）に対し，令和3年4月期に弁護士から裁判官へ任官を希望する者を判事に，

令和3年1月から9月までの再任（判事任命）を希望する者を判事に，それぞれ任

命されるべき者として裁判所法第40条第’項の規定により指名することの適否に

‐
ついて，諮問がされました。 このうち，貴地域委員会に関する指名候補者は，

／

|,1月4日 (水)までに指名譜
問委員会に報告してください。

なお，全指名候補者を登載した裁判官指名候補者名簿

－－ ‐ ー|を参考までに送付します。
■



添付書類



(別紙第1）

弁護士任官関係の指名候補者に係る情報収集の在り方

1 弁護士任官候補者については，裁判官としての執務能力等の判定が可能となる

ように，客観的で，多角的・多面的な情報を可能な限り豊富に収集することが必

要である。

2地域委員会は，指名候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁及び裁判所に

対し,指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は裁判官から指名候補者

の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，それを直接受け付ける旨を

周知するように依頼する。

S所属弁護士会に対する2のような周知方の依頼については，今回の候補者につ

いても留保することとされた。そして，弁護士が有する情報の収集のために，地

域委員会は以下の方策を講ずるものとされた。

（1） 担当事件リストに記載されている相手方代理人（貴地域委員会の管内の弁護

士会に所属するものに限る。 ）に対し，情報の提供を依頼する。

（2） 候補者の弁護士活動の実情をよく知っている者に対しできる限り具体的で詳

細な内容の責任ある情報の提供を依頼する。

4地域委員会は，指名諮問委員会から提供された候補者に係る担当事件リストを，

候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁,裁判所に対し参考資料として提供

するなど，地域委員会における情報収集において活用する。

なお，担当事件リスト中のj指名候補者の所属弁護士会に対応しない裁判所

（貴地域委員会の管内の裁判所に限る。 ）の係属事件については，貴地域委員会

から係属裁判所に対し， 当該事件の担当裁判官が指名候補者を裁判官として指名

することの適否に関して情報を有する場合にはそれを提供するように依頼する。



(別紙第2）

判事補から判事への任命。判事の再任の場合の重点審議者の

情報収集の在り方

1 一般的な在り方

（1） 所長等が作成した報告書などから情報源が特定できる場合は，重点審議者の

名誉やプライバシー等の保護に十分配慮しつつ，その情報源から情報収集を行

うことも考えられるが, このようなことは希であると思われる｡

（2） そこで，一般的に情報収集することが考えられる（具体的には，検察庁，弁

護士会に対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は弁護士が指

名候補者の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，一定の期間，所

属の各個人から，その有する情報を受け付ける方法による｡_以下「名簿を提供

’口しての情報収集」 という。 ）

／

(3) 収集した情報の取扱いについて,重点審議者であることを念頭に，所長等が

作成した報告書などを参考にして取りまとめを行う。

2



3各地域委員会が弁護士会への情報提供の周知依頼をするに当たっては，裁判官

の職権の独立に対する影響プライバシーへの配慮，適格性に疑義が生じない情

報を広く収集するという観点に照らすと，弁護士会が各弁護士からの情報を取り

まとめることは相当ではな､く，各弁護士から直接地域委員会に情報を提供しても

らうよう会員に周知していただきたい，特に段階評価式アンケートによる情報収

集は相当でないという当委員会の考え方を，引き続き伝えていただきたい。
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令和2年9月9日

下級裁判所裁判官指名諮問委員会

地域委員会地域委員長殿

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員長伊藤 眞

裁判官指名候補者に係る名簿等の送付について（通知）

最高裁判所から下級裁判所裁判官指名諮問委員会（以下「指名諮問委員会」 とい

う。 ）に対し，令和3年4月期に弁護士から裁判官へ任官を希望する者を判事に，

令和3年1月から9月までの再任(判事任命）を希望する者を判事に, それぞれ任

命されるべき者として裁判所法第40条第1項の規定により指名することの適否に

ついて｡講間…茨した｡このうち,貴地域委員会に関する指名儀繍誉は’
■
■
■

『

11月4日 （水）までに指名諮

問委員会に報告してください。

なお，全指名候補者を登載した裁判官指名候補者名簿

上
を参考までに送付します。



添付書類
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（別紙第1）

弁護士任官関係の指名候補者に係る情報収集の在り方

1 弁護士任官候補者については，裁判官としての執務能力等の判定が可能となる

ように，客観的で，多角的・多面的な情報を可能な限り豊富に収集することが必

要である。

2地域委員会は，指名候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁及び裁判所に

対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は裁判官から指名候補者

の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には， それを直接受け付ける旨を

周知するように依頼する。

3所属弁護士会に対する2のような周知方の依頼については，今回の候補者につ

いても留保することとされた。そして，弁護士が有する情報の収集のために，地

域委員会は以下の方策を講ずるものとされた。

(1) 担当事件リストに記載されている相手方代理人（貴地域委員会の管内の弁護

士会に所属するものに限る。 ）に対し，情報の提供を依頼する。

（2） 候補者の弁護士活動の実情をよく知っている者に対しできる限り具体的で詳

細な内容の責任ある情報の提供を依頼する。

4地域委員会は，指名諮問委員会から提供された候補者に係る担当事件リストを，

候補者の所属する弁護士会に対応する検察庁，裁判所に対し参考資料として提供

するなど，地域委員会における情報収集において活用する。

なお，担当事件リスト中の,指名候補者の所属弁護士会に対応しない裁判所

（貴地域委員会の管内の裁判所に限る。 ）の係属事件については，貴地域委員会

から係属裁判所に対し， 当該事件の担当裁判官が指名候補者を裁判官として指名

することの適否に関して情報を有する場合にはそれを提供するように依頼する。



（別紙第2）

判事補から判事への任命・判事の再任の場合の重点審議者の

情報収集の在り方

1 一般的な在り方

（1） 所長等が作成した報告書などから情報源が特定できる場合は,重点審議者の

名誉やプライバシー等の保護に十分配慮しつつ，その情報源から情報収集を行

うことも考えられるが， このようなことは希であると思われる。

（2） そこで，一般的に情報収集することが考えられる （具体的には，検察庁，弁

護士会に対し，指名候補者の名簿を提供して，所属する検察官又は弁護士が指

名候補者の指名の適否に関する特段の情報を有する場合には，≦定の期間，所

属の各個人から， その有する情報を受け付ける方法による。以下「名簿を提供

しての情報収集｣ という｡ )’

(3) 収集した情報の取扱いについてj重点審議者であることを念頭に，所長等が

作成した報告書などを参考に.して取りまとめを行う。
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3 各地域委員会が弁護士会への情報提供の周知依頼をするに当たっては，裁判官

の職権の独立に対する影響，プライバシーへの配慮，適格性に疑義が生じない情

報を広く収集するという観点に照らすと，弁護士会が各弁護士からの情報を取り

まとめることは相当ではなく，各弁護士から直接地域委員会に情報を提供しても

らうよう会員に周知していただきたい,特に段階評価式アンケートによる情報収

集は相当でないという当委員会の考え方を， 引き続き伝えていただきたい。




